
 

銚子市防災士資格取得支援助成金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、防災士の資格を取得する者に対し、当該資格の取得に要した費

用について予算の範囲内において銚子市防災士資格取得支援助成金（以下「助成

金」という。）を交付することにより、地域における防災の担い手となる防災士の

養成を促進するとともに地域活動への参加を醸成し、市民の自助及び共助の意識を

高揚させ、もって地域防災力の向上を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構が

防災士として認証した者をいう。 

 （助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者は、当該年度中に学校法人加計学園千葉科学大

学が実施する防災士養成研修講座を受講し、防災士となった者であって、次の各号

に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

 ⑴ 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であること。 

 ⑵ 地域における防災の担い手として、市内の自主防災組織、消防団等に所属し、

又はその活動に参加する意思のある者であって、自主防災組織又は町内会からの

推薦を得たもの 

 ⑶ 防災士の資格を有する旨の情報を市長から消防本部、消防団、自主防災組織及

び町内会に提供することについて同意する者 

 ⑷ 市税等（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１条第１項第１４号に規定

する地方団体の徴収金であって、市が徴収するものをいう。）を滞納していない

こと。 

 ⑸ 銚子市暴力団排除条例（平成２４年銚子市条例第１号）第２条第１号に規定す

る暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこ



 

と。 

 （助成対象経費及び助成金の額等） 

第４条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、防災士の資格

の取得に要した費用のうち、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 防災士養成研修講座受講料 

 ⑵ 防災士教本購入費 

 ⑶ 防災士資格取得試験受験料 

 ⑷ 防災士認証登録申請料 

２ 助成金の額は、助成対象経費の合計額とする。ただし、３万５千円を上限とし、

助成金の交付は、１人につき１回限りとする。 

 （交付申請等） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、銚子市防

災士資格取得支援助成金交付申請書（別記様式第１号）に、次の各号に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 防災士養成研修講座履修証明の写し 

 ⑵ 防災士認証状又は防災士証の写し 

 ⑶ 前条第１項各号に掲げる費用の支払を証する書類 

 ⑷ 市内の自主防災組織又は町内会からの推薦書 

 ⑸ その他市長が必要と認めるもの 

２ 申請者は、前項の書類を防災士の資格を取得した日の属する年度の２月末日まで

に提出しなければならない。 

３ 第１項の書類の提出をもって、助成金に係る実績報告があったものとみなす。 

 （交付決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の書類の提出があったときは、速やかに助成金の交付の

可否を決定し、銚子市防災士資格取得支援助成金交付（不交付）決定通知書（別記



 

様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項の決定をもって、助成金の額の確定があったものとみなす。 

 （交付請求） 

第７条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、速やかに銚子市防災士資格取得支援助成金交付請求書（別記様式第３

号）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該

交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させる

ことができる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

 ⑵ 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたと

き。 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和６年７月１日から施行する。 


